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午前１０時 開会 

○谷委員長 おはようございます。委員各位におか

れましては、早朝より御参集いただきましてあり

がとうございます。 

 ただいまから総務産業常任委員会を開会いたし

ます。 

 本日の案件につきましては、本会議において本

常任委員会に付託されました議案第３号「調停の

申立てについて」から議案第６号「職員の退職手

当に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて」までの以上４件について審査いただくもの

でございますので、委員各位におかれましては、

よろしくお願いいたします。 

 なお、本常任委員会に付託されました議案につ

いては、本日委員会付託事件一覧表としてお手元

に御配付しておりますので、御参照いただきたい

と思います。 

 それでは、議案の審査に先立ちまして、理事者

から挨拶のため発言を求めておりますので、許可

をいたします。 

○竹中市長 おはようございます。委員長のお許し

をいただきましたので、総務産業常任委員会の開

会に当たりまして一言御挨拶を申し上げます。 

 谷委員長さんを初め委員の皆様方には、常々市

政各般にわたり深い御理解を示され、御協力を賜

っておることに対しまして厚く御礼を申し上げま

す。 

 また、日ごろは住民福祉の向上に御活躍をされ

ておりますことに対しまして、深く敬意を表する

次第でございます。 

 さて、本日の委員会は、さきの本会議におきま

して付託されました議案第３号「調停の申立てに

ついて」から議案第６号につきまして御審査をお

願いするものでございます。どうかよろしく御審

査を賜りまして、御承認をいただきますようお願

い申し上げまして、簡単でございますけれども、

挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願

いいたします。 

○谷委員長 なお、本日会議の傍聴の申し出がござ

います。傍聴の取り扱いについて、この際御協議

いただきたいと思います。 

 会議の傍聴につきまして御意見等ございません

か。――――それでは、傍聴者の入室を許可いた

します。 

 〔傍聴者入室〕 

○谷委員長 これより議案の審査を行いますが、議

案の内容については、本会議において既に説明を

受けておりますので、これを省略し、質疑から始

めたいと思います。これに御異議ございませんか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 

○谷委員長 御異議なしと認めます。よって審査の

方法については、提案理由並びに内容の説明を省

略し、質疑から始めることに決定をいたしました。 

 それでは、これより議案の審査を行います。 

 初めに、議案第３号「調停の申立てについて」

を議題とし、質疑を行います。質疑はございませ

んか。 

○大森委員 １つは、もう一遍ちょっと整理して、

申立人が泉南市の樽井地区財産区ですよね。泉南

市は直接関係ないということですわね。それにも

かかわらず調停の申立てとかこういう議案になる

泉南市とのかかわり合いですよね。 

 それと前回宿題やと言うていたと思うんですけ

れども、そういう中でこの調停の申立てによって

整理されて、財産区には賃料なり、土地が売れた

場合はその売買費用なんかが入ってくると、そう

いう利益が上がってくるんですけれども、そうい

う利益が市のほうに還元できないのかと、すべき

じゃないかと、そういう方法があるんじゃないか

ということをもう一遍調べて報告してほしいとい

うことが、たしか大体主な宿題の中身やったと思

うんで、ちょっとその辺の報告をもう一度お願い

いたします。 

○眞塚行革・財産活用室参事 それでは、まず財産

区と市とのかかわりということでございますけれ

ども、御承知のとおり地方自治法294条１項で財

産区というのが設定されておりまして、本市の場

合、昭和31年に合併をするとき、その合併協議書

の中で、特定の土地について樽井地区財産区の財

産であるという設定をして、財産区が設置されて

いるということでございます。 

 財産区につきましては、基本的に特定の機関と

いうものを持たず、その運営事務等を執行するの

は当該自治体の長、市長でございまして、市長が
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管理者として執行権を有するということでござい

ます。 

 そして、その市長の執行権の中で本市の職員が

所掌の事務として財産区の運営事務に補助機関と

して携わるという形になっております。 

 あと、今回調停が進んでいって、いわゆる使用

者が買い取りあるいは賃貸をするということにな

っていく中で、一定金額が生じるというところで、

それを財産区の利益として市に還元すべきではな

いかという御意見をいただいておるところでござ

いますけれども、基本的には財産区財産を公共事

業に供するということで、従前からその財産処分

に対しては、いわゆる売却代金の50％を一般会計

に繰り入れるという形になり、残りについては財

産区会計の中に入れるという形になっております。 

 ただ、本件につきましては、公共事業に供する

という形ではなく、これまでの長年のいわゆる経

過、権利関係の整理をするために調停という話し

合いの場を持って解決をしていくという形をとら

せていただいておりまして、結果、財産が処分で

きるという形になったときに、従来の50％・50％

でいいものかどうかというのは、同意機関でもご

ざいます財産区管理会と協議をしながら、慎重に

検討してまいりたいと考えておるところでござい

ます。 

 以上です。 

○大森委員 市と財産区の関係を今説明していただ

いたんやけれども、市のほうから運営とか執行に

かかわっていろんなことができているというふう

なお話やったと思うんやけれども、樽井財産区と

いうのは予算も大分あって、いろんな人的な、地

元の方もいろいろ活躍されていて、そこの樽井地

区財産区の自治というのも守っていかなあかんし、

泉南市は泉南市として、こういう形でいろんな指

導や協力も必要やと思うんですけれども、その辺

の関係なんかはどうなんですかね、どんな形で協

議を進めているのか、直接これは関係ないから、

簡単にちょっとその点だけ答えてください。 

○眞塚行革・財産活用室参事 大森委員御指摘の部

分というのは、いわゆる財産区の実質的な運営の

主体となっている管理会の運営ということではな

いのかなと思います。 

 管理会につきましては、毎月１回定例で開催し

ておりまして、いわゆる財産区財産にかかわるさ

まざまな課題を、事務局が調整をしていくという

形で、管理会の委員と協議をして、それぞれの課

題解決をしていくという形で進めさせていただい

ております。 

 以上です。 

○大森委員 先ほどの質問にもう一度戻るんですけ

れども、この土地が売れた場合には、普通はその

収入については市と財産区で50％・50％というこ

ととか、賃料でも収入があれば50％・50％という

ことを基本にするけれども、この割合についても

考えていきたいと。さっき答弁されたのはそうい

う意味として理解していいんでしょうかね。今後

の話し合いで市のほうがたくさん取る場合もある

と。反対に市のほうが少ないということがあるの

か、その辺のことについてお答えください。 

○眞塚行革・財産活用室参事 恐れ入ります。 

 おっしゃるように、原則50％・50％と公共事業

に絡む処分については、そのように事務を進めて

まいりましたけれども、先ほど申しましたように、

本件につきましては長年の経過もあります。とい

うようなところも、管理会と慎重に協議をしなが

ら、配分については考えてまいりたいと思ってお

ります。 

 以上です。 

○大森委員 これは、50％・50％というのは近隣と

かの状況でいえば、ごく標準的というものなのか、

市によってはもっと市の取り分が多いとか、そう

いうところもあるのか、その辺のことは研究とか

調査とかされているんですかね。そういう状況は

わかりますかね。 

○眞塚行革・財産活用室参事 たしか昭和47年に大

阪府の総務部長の通知で、財産区財産については、

多少なりとも自治体のほうに歳入として入れてほ

しいというような通知が出ておりまして、いわゆ

る地方自治法で言う一体性を損なわないようにと

いうようなところの趣旨を踏まえてのことだと思

います。 

 委員の御指摘のように、近隣はどんなふうに進

んでいるかというと、大体２割、３割が市のほう

に入って、残りが財産区であったように思います。



 

-3- 

ただ、うちの場合はちょっと、すみません、年ま

で覚えていませんけれども、昭和のたしか50年代

だったと思いますが、その当時から50％・50％と

いうことでずっとそれを踏襲して、処分について

はやってきているというところでございます。 

○大森委員 いいですよ。 

○谷委員長 ほかに。 

○森委員 財産区財産の固定資産に関しては、この

議案と直接かかわりはないとも言えますので、後

ほどお答えをいただけるということですので、私

もそのときに意見を申し上げますけれども、この

前初めて、私も不勉強で教えていただいたんです

けれども、樽井財産区の事務局が泉南市役所内に

あって、樽井財産区の事務を代行していると、無

償で。 

 これは自治法では、財産区の経費は財産区が負

担するということになっているんですが、現状を

どのように御説明いただくのか、その点だけちょ

っとお伺いしておきます。 

○眞塚行革・財産活用室参事 恐れ入ります。 

 地方自治法第296条の３第２項によれば、市町

村長及び特別区の区長は、財産区の財産又は公の

施設の管理に関する事務の全部又は一部を財産区

管理会の同意を得て、財産区管理会又は財産区管

理委員に委任することができるとされておりまし

て、通常は財産区の執行機関たる市町村長がその

全ての事務を執行するものと考えておるところで

ございます。 

 よって、その補助機関たる市の職員、本市の職

員ということですが、当該事務の執行を行ってき

ているというところでございます。 

 以上です。 

○森委員 ですから、その経費は財産区が負担する

と自治法に書いてあるでしょう。 

○眞塚行革・財産活用室参事 森委員おっしゃるよ

うに、特に必要とされる経費については財産区が

負担をするというところで、地方自治法の条文に

記載されているところは承知しております。 

 ただ、その「特に」というところでございます

けれども、例えば管理会の設置、維持、整理であ

りますとか、このたびのような調停訴訟の遂行の

ための経費、所有財産の維持管理経費など、特に

必要となった経費というものがそれに当たるとい

うような認識をしておるところでございます。 

 したがいまして、維持管理や処分に係る一定の

事務費等については、今回我々の行革・財産活用

室の他の業務と区別のつかないような事務につき

ましては、ここで言う「特に」というところには

当たらないというような認識を持っておりまして、

その部分については、通常の業務として進めさせ

ていただいておるというところでございます。 

 ただ、この樽井地区財産区の運営事務につきま

しては、ここ数年いわゆる財産維持のために訴訟

に関する事務が相当量増加してきておりまして、

管理会の同意を得て、職員の超過勤務手当等につ

いては財産区会計から出していただいているとい

うような現状でございます。 

 以上です。 

○森委員 いいです。 

○谷委員長 ではほかに。――――以上で本件に対

する質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。討論はありますか。 

○大森委員 今回の議案については、昭和40年代か

らいろいろ混乱が起こってきた内容ですので、で

きるだけ話し合いとか穏便な形で解決するという

ことが一番望ましい方法だと思いますけれども、

双方努力されても解決しないということで、今回

思い切ってということでしょうか、調停もされて

解決に進む展望が見えてきたということで、この

調停の申立てについては賛成いたします。 

○谷委員長 以上で本件に対する討論を終結いたし

ます。 

 これより議案第３号を採決いたします。 

 お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決

することに御異議ございませんか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 

○谷委員長 御異議なしと認めます。よって議案第

３号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４号「泉南市個人情報保護条例の

一部を改正する条例の制定について」を議題とし、

質疑を行います。質疑はございませんか。 

○大森委員 このマイナンバーについての保護に関

することなんですけれども、マイナンバーという

ても個人を識別する上でカードを発行して、税金
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からどんな病院に行ったとか、そういうこれから

図書館のどんな本を利用したかと、そういうとこ

ろまで広げていこうというもので、一度この情報

が漏れたら、ナンバーが漏れたら、このナンバー

はもう一生同じ人につくナンバーなので、漏れた

からといって番号を変えることができないという

ことで、非常にプライバシーの問題があると。 

 反対に言えば、反対の立場の人もいますけれど

も、進めていくのなら、これはもう情報保護をき

っちりしなあかんというものだというふうには思

っています。 

 ただ、それではどんな方法があるかというと、

１つは余り何でもかんでもマイナンバーに打ち込

まへんということが１つと、そない普及せんほう

が逆にいいんかなと思ったりします。 

 普及してカードを作成する中で、ここにもあり

ますように、市の職員がそれにかかわって漏れた

り何かした場合に責任を問われたりしますし、保

護を、その情報が漏れへんために、中小企業なん

かでも別の部屋をつくって従業員が見んように隠

してやりなさいとか、金庫の中に入れなさいとか

いうことになっているけれども、実際はそんなこ

とは中小企業や零細企業はできないという実態が

ありますので、できるだけ利用されないほうがい

いというふうにも思うんですけれども。 

 普及率を聞くと8.4％で、市のほうはこれから

もっともっと広げたい、普及したいと、国もそう

いう方針なので、それを受けていると思うんやけ

れども、そうすればそうするほど、プライバシー

が漏れる心配があるんじゃないかというふうに僕

自身は思いますので、基本的なこととして、そう

いう矛盾をどんなふうに考えておられるのか。 

 それから、普及率8.4％ということですけれど

も、このカードを発行している枚数と、世代では

どういう世代でどれぐらい普及率が、何枚発行し

ているのか、それがわかればちょっと教えてくだ

さい。 

○宮本総務課長代理 まず、漏えい対策としてどの

ように管理していくかという部分ですけれども、

まず、番号法のほうで情報照会者及び情報提供者

は、漏えいの防止、その他の適切な管理のために、

情報提供ネットワークシステム並びに電子計算機

の安全及び信頼性を確保すること、その他の必要

な措置を講じなければならないというふうに義務

を課していまして、それに基づきまして、市のほ

うで、泉南市特定個人情報の安全管理に関する基

本方針というのを定めました。 

 もう１つは、具体的な運用については、泉南市

特定個人情報の取り扱いに関する管理規程という

ものを定めました。ここにマイナンバーを使って

事務をできる者の職員の範囲とかをかなり限定で

絞って使うというふうに定めております。 

 なので、市の職員であっても、マイナンバーに

関係する職員というのは極力狭く運用するように

してまいりますので、その漏えいとかがなるべく、

なるべくというか、絶対に起きないような運用を

図っているところであります。 

○中江総務課長 現在のマイナンバーカードの交付

率についてお答えいたします。 

 政府が把握しております平成29年３月８日現在

の泉南市の交付率が8.4％でございましたけれど

も、市民課のほうで把握しております８月末現在

の交付率は9.44％でございます。そのうち男子の

ほうが10.39％、女子のほうが8.56％の交付率と

いうことでございます。 

 以上です。 

○谷委員長 あと、数も聞かれていましたけれども、

人数の数はわかりますか。 

○中江総務課長 枚数につきましては、８月末現在

で合計5,940枚、内数で男性のほうが3,164枚、女

性のほうが2,776枚でございます。 

○大森委員 世代的な枚数の発行の数とかいうのは

把握できていないんですかね。普及するとおっし

ゃっているわけでしょう、市はね。枚数も少ない

んやけれども、どの世代が例えば少ないんだとか

多いんだとか、やっぱりそういうことも考えてい

かなあかんやろうし、例えばどういう世代が、世

代によってやっぱり、０歳からカードの発行って

できるんだよね、たしかね。０歳からね。 

 例えば０歳の人の対策と働いてはる人の対策と、

そんなんなんかも変わってくると思うんですよ。

だから、そういうことが実際に把握できていない

わけで、それは市の人の怠慢というよりは、国か

ら押しつけられてこういう仕事がどんどんふえて
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きて、費用もかさむし、人もそうやって制限して

いかなあかんし、特別な人を置かなあかんとかと

いうようなことで、実際はどうなんですかね、市

にとってもそんなにプラスというか、なっていな

い。市民はもっと利用できる便利なものやったら

もっと使用がふえていますわね。 

 だから、そうだと思うんですよ。だから世代の

ことをこれは全然把握していないんですかね。答

弁がなかった理由がわからないんやけれども、質

問しているのに答弁もなかった、調べていないん

かどうかもわかれへんというのは、ちょっと不親

切な答弁だと思うんですけれども、それはどんな

ふうに考えておられるのかということをお願いし

たいということです。 

 そういう全体のことがわかっていないと、どう

いうのかな、保護の対策もとれないのと違うかと

いうふうにも思うので、その辺はどんなふうに。

普及なんかも、私は反対やけれども、普及なんか

もできないんじゃないかと思うんですよね。その

点どんなふうに考えておられますか。 

○岡田総合政策部次長兼政策推進課長 失礼します。 

 制度全般的なところもあるかと思いますので、

御答弁申し上げます。 

 先ほど総務担当所管のほうから申し上げたよう

に、カードの発行枚数等につきましては、先ほど

答弁した内容までしか把握はできていないという

のが現状でございます。世代間、年齢等の把握は

ないということでございます。 

 あと、マイナンバーカード等の普及についてで

ございますけれども、これにつきましては、やは

り国の施策、法に基づいて行っておるものでござ

いますので、粛々と進めさせていただくしかない

ところはございますけれども、例えばマイナンバ

ーについては、番号だけが仮に漏えいしても、そ

れだけでは手続できないよというふうな安全対策

があるとか、あと、例えば若いお子さんのことを

申し上げますと、例えば私は子どもが小学生です

けれども、うちはカードをつくっておりますが、

その際にはきちんと法上の保護者である私のほう

がかわりに手続するなどして、きちんとした手続

が定められておりますので、そういったものに基

づいて適切に行っていけば問題は生じないのかな

というふうに認識してございます。 

 以上です。 

○谷委員長 大森委員よろしいですか。 

○大森委員 はい。 

○谷委員長 では、ほかに。 

○澁谷委員 ちょっと確認１点とあとお聞きしたい

ことがあります。 

 先ほど大森委員が言われた中で、もし万が一こ

れが悪用されたりとか、また漏れたと、そうなっ

たときに番号は変えられないというふうな発言が

ありましたけれども、これはそういう事情によっ

ては変えられるのではないかという説明を前に受

けたような覚えがあります。 

 それと、このマイナンバーカード、この普及を

する。このカードというのは行政よりも、持って

いる市民の人たちが利活用できる云々の意味で便

利というものであって、それを普及するのは、市

が例えばほかの自治体のように、普及しやすいよ

うに、でもこれは本当に大変、暗証番号を４つも

５つもつくらなあかんとか、写真がどうとかいろ

いろ、高齢者の方とか本当にもううちはつくらな

いよとか言う人も多いです。 

 番号はもう皆さん決まっているので、そこら辺、

若い人たちがこれからどんどん普及していくんで

あれば、そういうふうにしやすいコーナーを設け

て、そういったように何か写真を撮ってあげると

か、何かいろいろやっていますけれども、いろん

な自治体では。そういうことを工夫をされるとい

う、今後、そういう取り組みを考えておられるの

か。 

 それと、ここの中で１点だけ、法定事務以外に

条例で定めた独自の利用事務でやるようにした場

合、云々という記載がありますけれども、これは

前のときにもちょっと協議会で誰か質問されたの

かな。転入してきた場合とか、前の自治体に問い

合わせるとか、そういうことだと思うんですけれ

ども、それ以外に例えば、マイナンバーが決まっ

たことによって、転入してきたときにその番号で、

前市での情報とかがいろんなことを、新しく市が

かわればそこでいろんなものを書類を提出しない

といけないんですけれども、それがその番号があ

ることによって、そういう事務的なことが省略で
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きるとか、省略というのか、簡単に簡素になると

か、そういう利点とかもあるのでしょうか、確認

です。よろしくお願いいたします。 

○岡田総合政策部次長兼政策推進課長 数点、順次

御説明いたします。 

 まず１点目、マイナンバーは漏えいしても変更

できないという点につきましては、マイナンバー

自体は漏えいなどによって不正に用いられるおそ

れがあると認められる場合につきましては、御本

人の申請、または市町村長の職権により変更する

ことができます。それがまず１点。 

 それから、普及に向けた取り組み等なんですけ

れども、よく誤解を生んでいますのが、マイナン

バーの数字そのものとマイナンバーカードでござ

います。カードとナンバーは密接な関係がありま

すけれども、ナンバーはさておき、カードのほう

はマイナンバーとは違う部分でＩＣカードのチッ

プが載っておって、その部分を活用してさまざま

なものに活用ができると。マイナンバーを使わず

ともカードの機能を使っていろんなことができる。 

 例えば、社員証、民間さんが使っても構いませ

んので、社員証にもできるとか、職員証にもでき

るとか。例えばさまざまな公的、ないしは民間サ

ービスのカードとしての代用をすることができる

ということでございます。 

 したがって、そういった多方面のカードの利用

を進めることによって、おのずとマイナンバーカ

ード、それからマイナンバーそのものの普及も上

がっていくのかなというふうに国は進めておられ

ますので、市としてはその動向を見ながら、市民

サービスにとって有益なものがあれば、各所管部

局でそれを採用していくという形になろうかと思

います。 

 まずは以上でございます。 

 失礼しました。答弁漏れでございます。 

 法定以外の独自利用につきましてですけれども、

これにつきまして、何点か独自利用というのも条

例改正して市でもさせていただいております。そ

れも他の自治体さんと同様なものでございまして、

それらにつきましては、やはりまだ試行というこ

ともありますので、マイナンバーだけというのじ

ゃなくて、やはり今はそれに伴って紙の書類も出

していただいているという部分がまだあるやに聞

いておりますので、よろしくお願いいたします。 

○澁谷委員 わかりました。結構です。 

○谷委員長 よろしいですか。 

○澁谷委員 ありがとうございました。 

○谷委員長 では、ほかに。 

○原口副委員長 そうしましたら、私のほうからは、

先ほどもお話があったんですけれども、その法定

事務以外の泉南市の独自利用事務について、ちょ

っとお伺いしたいんですけれども、個人番号利用

に関する条例に定められているのが、その利用で

きる範囲で、施行規則に定められているのが、今、

本市でできる独自利用事務という判断でよろしい

ですか。 

 というのも、その独自利用事務というのが、泉

南市のほうだと、何があるんだろうというのをち

ょっとホームページで検索したんですけれども、

それが出てこなくて、そういった周知というのは

どのようにされているのかというところを、まず

教えていただきたいです。 

 とあわせて、利便性の向上のために秋口ぐらい

から情報連携の対象が拡大されていくと思うんで

すけれども、本市の独自利用の事務や、その情報

連携について今後の進め方についてちょっと基本

的な考え方を教えてください。 

○宮本総務課長代理 それでは、お答えします。 

 まず、独自利用事務なんですけれども、これは

まず条例のほうで泉南市の個人番号の利用に関す

る条例というのがございます。検索していただい

たら例規集の中で出てきます。 

 この中で別表がありまして、別表が第１、第２

とありまして、まず第１のほうで、その独自利用

である、具体的に申しますと、身体障害者医療と

か老人医療とかひとり親家庭医療と子どもの医療、

この４医療の事務が今現在泉南市の独自利用事務

に当たります。 

 別表２のほうを見ますと、その事務の具体的な、

何の情報を、じゃそのマイナンバーを使って仕事

に利用するかという具体的な情報を載せています。 

 それを見ますと、例えば医療保険給付関係情報

とか生活保護関係情報とか地方税関係情報など、

あと住民票の基本の４情報とか、この辺の情報を
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マイナンバーを使って本人確認を初め、その人の

情報を確認して、それを仕事に利用させていただ

くというようなことになっております。 

 あとは、法定事務、秋から本格化するという情

報ですけれども、おっしゃるとおり法定事務に関

しては、もうこの10月、11月から具体的に運用を

開始する予定であります。今そのためのテストを

行っております。 

 独自利用事務、条例事務に関しましては、今申

し上げましたとおり、まずその手続として、条例

で定めまして、次に、国の個人情報保護委員会と

いう組織があるんですけれども、そちらのほうに

届け出をします。そこで届け出をしまして、そこ

でまた会議に諮ります。 

 それで、使っていいと国が承認します。承認し

て初めて、その市の中でまず使えます。市の中で

利用という状態にもっていくんですけれども、ほ

かの自治体とやりとりするには、またほかの自治

体も同じように条例で定めて、それを届け出て国

で承認をもらうということで、初めてやりとりが

できるというふうになっていくと思います。 

 時期については、一応予定としては、この12月

に届け出すると聞いております。早ければ来年７

月ぐらいに独自利用は利用できるような状態にな

るというふうに原課から聞いております。 

 以上です。 

○谷委員長 よろしいですか。――――以上で本件

に対する質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

○大森委員 この泉南市個人情報保護条例の一部を

改正する条例に反対いたします。 

 もともとこの条例の基本となるマイナンバーに

ついては、世界的にも今はもう廃止の方向にあり

ます。一度漏れた情報が、一度その個人情報が漏

れれば、取り返しのつかない事態になります。 

 その上、日本の場合は、税金だけやなくて社会

保障に関連するような情報も全部一括で管理され

てしまいます。これももう世界的にはないことで

す。税金なら税金だけ、社会保障なら社会保障だ

け、幾ら情報を一貫して管理したいというふうに

いうても、それはもうばらばらでやるのは世界の

常識です。それを１つにやってやる。 

 それがどんな形で漏れるかわかりません。その

ためにこういう改正がどんどん提案されていきま

すけれども、費用はかかる、人の配置の問題など

も自治体には重い重い負担になっていきます。し

かし、それでプライバシーが守られるかというと、

そういうことではないので、これはもうできるだ

けそういうのは利用しない。それから情報をもう

一括しない、そういうことが大事なので、そうい

う立場でこの条例に反対いたします。 

○谷委員長 以上で本件に対する討論を終結いたし

ます。 

 これより議案第４号を採決いたします。 

 お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決

することに賛成の委員の起立を求めます。 

 〔賛成者起立〕 

○谷委員長 起立多数であります。よって議案第４

号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第５号「職員の育児休業等に関する

条例の一部を改正する条例の制定について」を議

題とし、質疑を行います。質疑はありませんか。 

○大森委員 この条例の改正の趣旨というのは、子

育て支援、休業、育児に対する休業を応援してい

こうと。それから泉南市は、直接関係は今のとこ

ろはないんですけれども、保育所が少ない。それ

から待機者がどんどんふえているとか、たくさん

いると、そういう中で改正されたというふうに理

解していいんでしょうかね。 

 それが１つと、泉南市の場合は、男性の育児休

暇などを利用している人の割合とか、そういう人

がふえてきているのか、そういう啓発活動とかを

行っているのか、その点についてお答えください。 

○辻人事課長兼行革・財産活用室参事 今回の改正

の背景ということになってくるかと思うんですけ

れども、委員おっしゃるとおり、保育所等に入所

できずに退職を余儀なくされるということで、待

機児童の関係で職を辞する方が中にいるというこ

と。 

 それとあと、政府のほうで保育所の整備を進め

てはおるんですけれども、雇用の継続のために、

特に必要と認められる場合の育児休業期間の延長

等を含めた両立支援について整備をしていくこと

が今後必要であるというふうなことが背景にあり
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まして、今回の改正となっております。 

 次に、男性の育休の割合なんですけれども、本

市におきましては、現在平成29年度では取得した

者はおらないんですけれども、平成28年度に男性

１名取得しております。 

 また、啓発活動につきましては、休暇の手引き

というものが今まであったんですけれども、そこ

を出産、育児、介護のための制度の概要というも

のを新たに策定いたしまして、それを内容といた

しましては、男性、女性ということでちょっとア

ニメというんですか、そういうことで見やすくし

て、この制度は男性もとれるよ、これは女性もと

れるよというような形で、わかりやすくしたもの

を、全庁的に庁内ＬＡＮを利用して周知している

ところでございます。 

 以上でございます。 

○大森委員 育児を理由にいろんな制度が整っては

きていますけれども、やっぱりこれだけでは不十

分ということがあると思うので、世界的なレベル

で言うたら、やっぱり育休期間なんかもまだ短い

というふうに思うんですけれども、それから、休

業の補償が不十分であると思うんですけれども、

やっぱりここ数年の間に、育児のために退職を余

儀なくされたというふうな事例というのは把握さ

れているんですか。 

 退職のときにそういうことは聞かないのでわか

らないかもしれませんけれども、そういうふうな

育児のために退職というふうなことは、泉南市内

では市の職員の場合あるんでしょうかね。その点

についてお答えください。 

○辻人事課長兼行革・財産活用室参事 御質問いた

だきました育児のために退職するというふうなこ

とは、本市におきましては、現在に至るまでござ

いません。 

 全国的なことでということでしたら、保活とい

う厚生労働省のほうで保育所に入る活動を行って

おる方のアンケート調査をとった結果、保育施設

を利用できなかった場合の方のうち約８％の方が

やっぱり退職しなければ、離職して育児に専念す

るというふうなアンケート結果も出ておるところ

が事実でございます。 

 以上でございます。 

○谷委員長 では、ほかにございませんか。 

――――以上で本件に対する質疑を終結いたしま

す。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。

――――討論なしと認めます。 

 以上で本件に対する討論を終結いたします。 

 これより議案第５号を採決いたします。 

 お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決

することに御異議ございませんか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 

○谷委員長 御異議なしと認めます。よって議案第

５号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第６号「職員の退職手当に関する条

例の一部を改正する条例の制定について」を議題

とし、質疑を行います。質疑はありませんか。 

○大森委員 民間と公務員の差を埋めるということ

の説明があったと思うんですけれども、一般的に

言うて、民間と公務員というたら、公務員のほう

がこういう退職の際とか、充実しているようなイ

メージがあったんですけれども、前もこういう民

間に追いつくために退職金でしたか、何でしたか、

やっぱり引き上げる、改正される条例があったと

思うんですけれども、まだまだ民間に比べて、民

間と比較して公務員のほうが充実していないとい

うか、不十分だというような制度というのはまだ

幾つか残されているんですかね。その点について

お答えください。 

○辻人事課長兼行革・財産活用室参事 以前は退職

手当に関しまして、民間との比較におきまして

約200万円台だったと思うんですけれども、公務

員のほうが上回っているということで、段階的に

支給率を下げるというふうなことを行った経緯が

ございます。 

 また、今も今回の人事院勧告に出てはいないん

ですけれども、民間との調査を行った結果、公務

員のほうが約70万円程度、まだ民間に比べて退職

給については上回っているということで、今後国

の動向を見ながら本市も対応していきたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

○大森委員 民間の退職金といっても幅広いですよ

ね。大企業の人らと、それから大企業の経営者と
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かになってくると、年間10億ぐらいもらう人もお

るのかな、ゴーンさんとか、そういう……給料ね、

たしかね。それから億を超えるような人も何人か

いらっしゃって、それがすぐそのまま退職金にな

るのかどうかはわかりませんけれども、それとも

会社が倒産するとかいうようなパターンもあるか

ら、民間の退職金の平均というても、余り意味が

ないような、だと思う。 

 泉南市長も財政状況を見て退職金がどうのこう

のという質問なんか出たりしますけれども、やっ

ぱり退職後の生活をどんなふうにしていくのか、

年金も遅くなっていきますからね。 

 公務員が下がったらまた民間も下げるというふ

うなことになっていって、それでそういう一部の

経営者はもう多くもらうけれども、公務員を下げ

たからって民間も下げるというのは、実際はもう

給料の低い労働者であった場合も多いと思うので、

そういう単純な比較というのはどうかなと思うん

ですけれども。 

 民間の平均というたって、それは実態に即して

いないものだと思うんですけれども、別に辻課長

の見解を聞くわけと違うけれども、どうなんです

か、そういう比較というのは余り意味をなさない

というふうに思うんですけれども、その点どうで

しょうか。 

○辻人事課長兼行革・財産活用室参事 毎年人事院

が行っております調査といいますものが、職種別

の民間の実態調査ということで、全国の企業規模

が50人以上、従業員が50人以上あるところで、か

つ事業所の規模も50人以上の企業を対象としてお

りますので、一律全く出ていないであるとか、そ

ういう極端に低いであるとかということは、もう

対象から外しておるというふうな認識をしており

ます。 

 以上でございます。 

○大森委員 数値はそういう比較になっているかも

しれませんけれども、公務員が高くて民間が低い

という、そういうイメージというか、イメージと

いうたら、そういう部分もあるやろうけれども、

単純なそういう決めつけみたいなのはあると思う

ので、それをよく考えながら、やっぱり給料も、

退職金なんかも考えてもらいたいと思うし、実際

にこんな形で、また民間のほうがすぐれた制度が

あるということもありますので、そういう観点で、

また退職金とかも考える必要があるからというふ

うに思います。 

 これはもう質問ではないので、いいです。 

○谷委員長 では、ほかに。 

○澁谷委員 １点だけちょっと確認させてください。 

 点線で囲まれた、ここの、今大森委員が質問さ

れたことと、その下に主な改正内容、第10条の

第10項と11項が１、２と書かれておりますが、こ

れは、この最初の四角で書かれたものの中の主な

内容ということになると、ちょっとこの特定され

たこの１と、その下に書かれている第10条に関し

ては、激甚災害によって離職を余儀なくされた方

の退職手当等云々という、それに特化した内容の

ことかな。 

 また、それによって移転を余儀なくされた方た

ちに対するその特定の地方公共団体並びにこの事

業紹介者の紹介によって変わった場合というふう

に措置をされるということなんですが、ここの場

合、特定退職者また特定地方公共団体というのは、

特定がついているということは、いわゆる激甚災

害に遭った公共団体、またその自治体ということ

でいいんでしょうか。 

 ここに、激甚災害とありますが、激甚災害に国

が認定するというのは、ことしでいいますと、九

州北部のああいった本当に大きな災害、死者がた

くさん出られるようなものには激甚災害が指定を

されますが、そうでないことによって、田地田畑

やまたお家を失ったりとかして退職を余儀なくさ

れなければならないような方も出るかと思うんで

すが、その場合はもうここに明記されていますか

ら、激甚災害と国が指定した災害によって、そう

いうふうになった人しか適用ができないというこ

となんでしょうか。ちょっと確認で教えてくださ

い。 

○辻人事課長兼行革・財産活用室参事 まず、特定

退職者というふうな表現なんですけれども、こち

らは定数の改廃とか、仮に職員が多過ぎるという

ようなことが生じた場合、それによって退職をし

たものであるとか、勤務場所がかなり遠いところ

に異動になった場合とかによって、通勤すること
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が困難になって退職した者とか、それとか公務上

の傷病により退職した者等という内容になってお

ります。 

 あと、特定地方公共団体ですかね。そこの部分

につきましては、下の移転費のところに出てくる

内容だとは思うんですけれども、職業紹介事業を

今回、今まではハローワークからの紹介に基づい

て職業につく場合、それに係る移転費というもの

を支給されることになっておったんですけれども、

今回の改正によりまして、紹介の事業所であった

りとか、特定地方公共団体というのは、無料で職

業紹介事業を行う地方公共団体になってくるんで

すけれども、その内容になってまいりますので。 

○澁谷委員 ということは、この激甚災害云々とい

う、これはもう余り関係なくということで、今、

辻課長が言われたような状況の場合、そういうと

ころを特定退職者といい、また特定地方公共団体

というのは、そこを指すということですか。とい

うことですよね、今の説明によりますとね。 

○辻人事課長兼行革・財産活用室参事 まず、要件

としては特定退職者、今申し上げたような理由に

よって退職した職員で、さらに災害とかを受けて、

勤めているところがもう仕事できないいような状

況になったとかというふうなことになって、その

特定退職者と特定の地方公共団体というのは、こ

れは全く別のところになっております。 

○澁谷委員 わかりました。結構です。 

○谷委員長 では、ほかに。 

○金子委員 今回の改正部分と直接はちょっと関係

ない質問になるんですけれども、失業者の退職手

当の支給に関して、この対象者というのは懲戒免

職とか禁固刑以上での失職者というのも含むんで

すか。それをちょっと教えていただければ。 

○辻人事課長兼行革・財産活用室参事 対象となる

のは、実際本市で支給する退職手当が、入庁して

から数年でやめたことによって、支給額が非常に

少ない職員、または委員おっしゃられたみたいに、

懲戒免職等で全く支給がされなかった職員の部分

について、通常もらえる雇用保険の失業給付と比

較して、その差額を支払う制度となっております。 

ですので、全く支給されていない者についても、

支給されるということになっております。 

○金子委員 つまり、懲戒免職者と禁固刑以上での

失職者も対象になるということで、よろしいです

よね。 

○辻人事課長兼行革・財産活用室参事 はい、懲戒

免職等の全く支給されない職員につきましても、

この制度の対象となってまいります。 

○金子委員 じゃ、そこはどういう考えでそういう

支給になっているのかという制度設計と、あとこ

のそもそも一般で言う、民間で言う雇用保険で保

障される者の差額の部分の支給ということなんで

すけれども、これは国のほうから国費で一般会計

で失業者退職手当ということで、平成29年も４

億8,989万円、これが予算で計上されていると思

うんですけれども、そもそもこの雇用保険という

のは民間は当然労使折半で払っているものやとは

思うんですけれども、これに対して公務員の方は、

多分その雇用保険というのは払っていないと思う

んですけれども、そこら辺はどういう考えでこの

雇用保険分の差額として支給というのは、どうい

う考えのもとで、これが制度設計されているのか、

そこの背景をちょっと質問として教えていただけ

ればなと思います。 

○辻人事課長兼行革・財産活用室参事 ちょっと本

市での独自での制度設計ということではないんで

すけれども、あくまでもこの制度自体が現在に至

るまで、全くこれをもとに退職手当を支給した者

は現在おりませんし、今後も非常にまれなケース

だとは思われますけれども、公務員、地方公務員

の退職手当、給与につきましては、地公法上の均

衡の原則というものがございまして、国家公務員

の制度に準じておるのが基本となっております。 

 今回につきましても、総務省のほうから国家公

務員の退職手当法に準じた形で条例をこういうふ

うに改正しなさいよという助言的なものが来てお

りまして、本市におきましても、それに合わせて

国家公務員に準ずる規定を整備するということで、

今回はお願いしているところでございますので、

ちょっと本市独自でというふうなことではござい

ませんので、よろしくお願いします。 

○谷委員長 では、ほかに。――――以上で本件に

対する質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。
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――――討論なしと認めます。 

 以上で本件に対する討論を終結いたします。 

 これより議案第６号を採決いたします。 

 お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決

することに御異議ありませんか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 

○谷委員長 異議なしと認めます。よって議案第６

号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、本委員会の閉会中の継続調査の申し出に

ついてお諮りいたします。 

 お諮りいたします。本委員会の所管事項につき

ましては、調査研究のため、引き続き閉会中の継

続調査の申し出を行いたいと思いますが、これに

御異議ございませんか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 

○谷委員長 御異議なしと認めます。よって議長に

対し、閉会中の継続調査の申し出を行うことに決

定いたしました。 

 なお、閉会中において調査を行う事件につきま

しては、委員長に御一任いただきたいと思います。 

 以上で、本日予定しておりました議案審査につ

きましては、全て終了いたしました。 

 委員各位におかれましては、慎重なる審査をい

ただきまして、まことにありがとうございます。 

 なお、本会議における委員長の報告につきまし

ては、私に御一任いただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 これをもちまして、総務産業常任委員会を閉会

いたします。 

午前１０時５７分 閉会 

（了） 
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